
【令和８年３月改正】富山市議会政務活動費の運用指針（手引き）新旧対照表（旅費）

改正前の

ページ
改正前 改正後

P19 宿泊費等 （県内不可 （県内不可）宿泊料 日当）、 宿泊費等 （県内不可 （県内不可）宿泊費 宿泊手当）、

P20 ４ 団体等が開催する研究会への参加に要する経費

（１）経費

「研究会出席負担金 「交通費 「 」等が考えられる。」 」、 宿泊料

４ 団体等が開催する研究会への参加に要する経費

（１）経費

「研究会出席負担金 「交通費 「 」等が考えられる。」 」、 宿泊費

P22 宿泊費等 （県内不可 （県内不可）宿泊料 日当）、

２ 団体等が開催する研修会への参加に要する経費

（１）経費

「研修会出席負担金 「交通費 「 」等が考えられる。」 」、 宿泊料

宿泊費等 （県内不可 （県内不可）宿泊費 宿泊手当）、

２ 団体等が開催する研修会への参加に要する経費

（１）経費

「研修会出席負担金 「交通費 「 」等が考えられる。」 」、 宿泊費

P24 宿泊費 ※県内 不可宿泊料 宿泊費 ※県内 不可宿泊費

P26 宿泊費 （県内不可）宿泊料 宿泊費 （県内不可）宿泊費

P27 宿泊費 （県内不可）宿泊料 宿泊費 （県内不可）宿泊費
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P36 行程及び

旅費計算の

原則

・「 」 。 、 、最も経済的な経路及び方法 により算定する この場合 交通費

宿泊費個別の経費のほか、旅費総額の観点からも比較する。

原則として、市役所から用務地（視察先）までであ・旅費の行程は、

り 用務地から市役所までの経路上にない宿泊地までの 旅費は支給し、

ない。

・私事のほか、政務活動費の趣旨に合致しない目的は行程に含めるこ

とができない。

・私事、公務のほか政務活動費以外の滞在地から、政務活動の先進地

（ただし、本市を起点とした視察等を行う場合、その滞在地が起点となる。

場合の金額を超えることはできない ）。

・前泊又は後泊を要する場合の基準は、市の旅費規程に準じるものと

する。

（※午前７時前に富山駅又は富山空港を出発しなければ政務活動に支障を

きたす場合又は政務活動を行っていた結果 午後１０時までに帰富できない場、

合）

・旅費の算定にあたっては、可能な限り各種割引制度（ＪＲの往復割

引や乗継割引等）を利用し、経費節減に努める。

宿泊料 ・ とし、領収書等に基づき実費により精算１泊１４，８００円を上限

（一泊朝食料金とし、夕食代及び酒代は含まない ）する。 。

ただし、あらかじめ他団体主催の研究会等で参加負担金等が提示さ

れ、宿賃と食事代の明細が区分できない場合は、この額の範囲内で夕

食をとることができる。

・用務地及びその近接地に、宿泊料金を１泊２食のみの料金設定の宿

泊施設（旅館等）しかなく、宿賃と食事代の明細が区分できない場合

についても、この額の範囲内で夕食をとることができる。

・県外における のみを対象とし、県内での宿泊には支出できな宿泊料

い。

行程及び

旅費計算の

原則

・「 」 。 、 、最も経済的な経路及び方法 により算定する この場合 交通費

宿泊費個別の経費のほか、旅費総額の観点からも比較する。

市役所から目的地までの交通費（ＪＲ等）に加え、・旅費の行程は、

宿泊場所への移動等旅行先において地下鉄等の定まった経路を運行す

る交通機関を利用する場合は、それに要する運賃実費を支給する。

・私事のほか、政務活動費の趣旨に合致しない目的は行程に含めるこ

とができない。

・私事、公務のほか政務活動費以外の滞在地から、政務活動の先進地

（ただし、本市を起点とした視察等を行う場合、その滞在地が起点となる。

場合の金額を超えることはできない ）。

・前泊又は後泊を要する場合の基準は、市の旅費規程に準じるものと

する。

（※午前７時前に富山駅又は富山空港を出発しなければ政務活動に支障を

きたす場合又は政務活動を行っていた結果 午後１０時までに帰富できない場、

合）

・旅費の算定にあたっては、可能な限り各種割引制度（ＪＲの往復割

引や乗継割引等）を利用し、経費節減に努める。

宿泊費 宿泊費は、富山市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関・

する条例（平成 17年富山市条例第 52号）第５条第１項第２号に規定

する議員の費用弁償の額に相当する額（以下「市旅費条例相当額」と

いう ） （夕朝食代及び。 とし、領収書等に基づき実費により精算する。

酒代は含まない。夕朝食代の掛かり増しを含む諸雑費は、後述の宿泊

手当の内容に含まれる ）。

・県外における のみを対象とし、県内での宿泊には支出できな宿泊費

い。
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日 当

（旅行中の

諸雑費）

・ とする。１日３，０００円（定額）

・支出に伴う領収書等は不要であり、精算は行わない。

宿泊手当

宿泊を伴（

旅行中のう

諸雑費）

とする。・宿泊手当は、市旅費条例相当額

ただし、宿泊費に朝食又は夕食代が含まれる場合は、定額の２／３

の額とし、朝食及び夕食代が含まれる場合は、定額の１／３の額とす

る。

・朝食や夕食付きのプランで宿泊し、食事の費用が明確な場合、宿泊

費は食事付き宿泊プランの料金から食事分を除いた金額を支給する

（朝食・夕食の費用は宿泊手当に含まれているため 。。）

・朝食や夕食付きのプランで宿泊し、食事の費用が不明確な場合、基

準額を上限として食事付き宿泊プランの料金を宿泊費として支給

し 宿泊プランに含まれている食事の分を宿泊手当から減額する 朝、 （

食又は夕食付きの場合は 1/3 を減額、両方付いている場合は2/3 を

減額する 。。）

・支出に伴う領収書等は不要であり、精算は行わない。

P37 自家用車 市内移動に伴う燃料代 ガソリン代等 は支出することができな・ （ ）

い ただし 市外の活動に向かうための市内部分については支出す。 、

ることができる。

県内 市外 移動に伴うガソリン代は 視察の場合に限り支出す・ （ ） 、

ることができる。

富山市・ 、 、ガソリン代の積算に当たっては 富山市役所を発着とし

１キロメートル当たりの単旅費支給条例第１２条 車賃 に定める（ ）

価を準用し算出する。

旅行中又は旅行前後に提供した自家用車に係る修理又は整備費用・

については、支出することはできない。

ガソリン代の支出の際は 距離の根拠となる資料 ネットのルー・ 、 （

ト検索など）を提出する。

自家用車 市内移動に伴う燃料代（ガソリン代等）は支出することができな・

い。ただし、市外の活動に向かうための市内部分については支出す

ることができる。

県内（市外）移動に伴うガソリン代は、視察の場合に限り支出す・

ることができる。

市旅費・ガソリン代の積算に当たっては、富山市役所を発着とし、

１キロメートル当たりの単価 算出する。条例相当額の により

・旅行中又は旅行前後に提供した自家用車に係る修理又は整備費用

については、支出することはできない。

・ガソリン代の支出の際は、距離の根拠となる資料（ネットのルー

ト検索など）を提出する。
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P44 講師等の

旅費

・講師等の招聘旅費は、謝礼とは別に政務活動費から支出すること

ができ、金額等の基準は「１ 旅費」の項にある基準に準ずる。

・市内在住の者は、出発地（自宅等居住地）から目的地までの経路

宿泊料及び日当距離が２ｋｍ以上の場合に支出することができる。

は、支給しない。

・講師等から領収書を徴することは社会通念上一般的でない場合も

あるため、その場合は、謝金支払先の氏名、日付及び金額を記載し

た受領書を会派が作成し、これに署名 押印をしたものを「支払証・

明書」に添付することで領収書に代える。

講師等の

旅費

・講師等の招聘旅費は、謝礼とは別に政務活動費から支出すること

ができ、金額等の基準は「１ 旅費」の項にある基準に準ずる。

・市内在住の者は、出発地（自宅等居住地）から目的地までの経路

宿泊費及び宿泊距離が２ｋｍ以上の場合に支出することができる。

は、支給しない。手当

・講師等から領収書を徴することは社会通念上一般的でない場合も

あるため、その場合は、謝金支払先の氏名、日付及び金額を記載し

た受領書を会派が作成し、これに署名 押印をしたものを「支払証・

明書」に添付することで領収書に代える。
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【令和８年３月改正】富山市議会政務活動費の運用指針（手引き）新旧対照表（様式）

改正前 改正後

様式 4－2（記載例） 様式 4－2（記載例）

様式 6－2（記載例） 様式 6－2（記載例）

様式 10 様式 10

支出
金額

支出方法

支出先

支出内容
及び

積算根拠

43,380円
□ 債権者口座
☑ 議員口座（立替）

◆◆議員立替え
立替先：ＪＲ西日本、★★ホテル、東京都交通局

富山・東京新幹線往復切符　25,500円
宿泊料　13,800円
日当　3,000円
バス代　1,080円（別紙「支払証明書」のとおり）

旅
費

支出
金額

支出方法

支出先

支出内容

及び

積算根拠

42,300円
□ 債権者口座
☑ 議員口座（立替）

◎◎議員立替え
立替先：ＪＲ西日本、★★ホテル

富山・東京新幹線往復切符　25,500円
宿泊料　13,800円
日当　3,000円

旅
費

支出
金額

支出方法

支出先

支出内容

及び

積算根拠

43,380円
□ 債権者口座
☑ 議員口座（立替）

◆◆議員立替え
立替先：ＪＲ西日本、★★ホテル、東京都交通局

富山・東京新幹線往復切符　25,500円
宿泊費　14,400円
宿泊手当　2,400円
バス代　1,080円（別紙「支払証明書」のとおり）

旅
費

支出
金額

支出方法

支出先

支出内容

及び

積算根拠

42,300円
□ 債権者口座
☑ 議員口座（立替）

◎◎議員立替え
立替先：ＪＲ西日本、★★ホテル

富山・東京新幹線往復切符　25,500円
宿泊費　14,400円
宿泊手当　2,400円

旅
費

鉄道賃 特急料金 車賃

距離(㎞) 距離(㎞) 距離(㎞)

金額(円) 金額(円) 金額(円)

月　
日

経　路 航空料金 日当 宿泊料 計

鉄道賃 特急料金
その他の
交通費

距離(㎞) 距離(㎞) 距離(㎞)

金額(円) 金額(円) 金額(円)

月　
日

経　路 航空料金 宿泊手当 宿泊費 計
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様式 10（記載例） 様式 10（記載例）

鉄道賃 特急料金 車賃

距離(㎞) 距離(㎞) 距離(㎞)

金額(円) 金額(円) 金額(円)

395.9 395.9 

6,600 6,150 

月　
日

経　路 航空料金 日当 宿泊料 計

6
・
28

富山駅→上野駅→
四ツ谷駅

3,000 13,800 29,550 

13,200 12,300 0 0 3,000 13,800 

13,200 12,300 0 0 3,000 13,800 42,300 

小　計

合　計

鉄道賃 特急料金
その他の
交通費

距離(㎞) 距離(㎞) 距離(㎞)

金額(円) 金額(円) 金額(円)

395.9 395.9 

6,600 6,150 

月　
日

経　路 航空料金 宿泊手当 宿泊費 計

6
・
28

富山駅→上野駅→
四ツ谷駅

2,400 14,400 29,550 

13,200 12,300 0 0 2,400 14,400 

13,200 12,300 0 0 2,400 14,400 42,300 

小　計

合　計
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